
 

 

 交通指導員の活動  

・毎月１日及び１５日の早朝啓発活動 

活動場所（通学路等での交通指導） 

・交通安全運動期間中（年４回）の交通安全啓発活動 

     学校、駅、商業施設等での広報・啓発活動 

・小学校新入生に対する交通安全教育 

 募集要項  

   ・年齢２０歳以上の者 

   ・橋本市居住または橋本市で勤務する者 

 その他  

   ・制服の支給及び活動への報酬があります。 

   ・経験や資格等は必要ありません。 

   ・お問い合わせは、橋本市交通指導員会事務局（橋本市地域振興室内）３３－７１１７まで、 

ご連絡ください。 

回覧                

交通指導員募集 
 交通指導員の目的  

橋本市の交通事故防止の効率的な推進を図るため、警察機関等との緊密

な連携を保ち、交通安全と事故防止の交通指導にあたるほか、交通安全

思想の普及、交通道徳の高揚に資することを目的としています。 


